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11 災害時における本ＢＣＰに基づく対応（フロー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模災害が発生 

横
須
賀
市
災
害
対
策
本
部
（
以
下
「
市
本
部
」） 

横須賀市議会災害対策会議（以下「災害対策会議」） 

 

◆災害対策会議の組織 

 議長、副議長、議会運営委員会委員長、各会派代表者 

 

◆災害対策会議の役割 

 ①発生時 

 ・議員の安否確認 

 ・市本部から情報収集、議員への情報提供 

 ・議員から情報収集、市本部への情報提供 

 ②次の段階 

 ・市本部からの依頼事項の検討 

 ・国、県その他の関係機関へ要望等 

◆議員の役割 

・自らの安否、居所及び連絡先を災害対策会議 

ほかに報告 

・地域の災害救援活動、災害復旧活動に 

協力・支援 

・地域の被災状況を災害対策会議に報告 

・市本部からの情報を市民に提供 

◆市議会議会局の役割（３号配備―全職員対応） 

・正副議長の安否確認 

・横須賀市議会災害対策会議設置の準備 

 

市災害対策
本部員とし
ての対応 

情報の共有 

相互連携 

市本部３号配備の場合 

横須賀市
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三浦市議会災害等行動マニュアル(概要版）

区 分 議長、副議長
各会派代表者、
議会運営委員長
（オブザーバー）

議員（議会災害等
対策本部員以外）

事務局職員
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ級以上の職員）

対象災害等発生時 速やかに自身の安全確保を図ったうえで、被災者がいる場合には救出・救護を行う。 速やかに議会事務局へ参集し、
非常時優先業務に従事する。
（その他の職員は、議長から参
集が求められるまで三浦市業務
継続計画に定める非常時優先業
務に従事する）

参 集

対象災害等発生時は、議会事務局に自身
の安否等を連絡する。
対象災害等発生時または市本部設置時は、
正副議長室に参集する。

地域の一員として救援・復旧活動等に協力す
る。

議会災害等対策本
部設置、安否確認

議長は、議会災害等対策本部の設置を決
定し、議員及び市長に通知する。また、
議員に対して安否等の確認を行う。

議会事務局からの安否確認に応答するととも
に、連絡がとれる態勢を確保する。
地域での救護・復旧活動や災害情報等の収集
に当たる。

議長の指示により、議会災害等
対策本部設置の通知、議員に対
する安否確認を行う。

情報収集、提供

議員及び市本部から災害情報を収集し、
双方に提供する。

地域での活動等を通じて把握した重要な災害
情報等を議会災害等対策本部に報告する。
議会災害等対策本部を通じて把握した情報を
市民に提供する。

議員及び市本部から災害情報を
収集・整理し、双方に提供する。

重要案件の協議

必要に応じて、会派代表者及び議会運営委員長の参集を求め、
各種会議の開催及び協議事項の調整を行う。

各種調整、会議開催、要望活動
等に係る事務に従事する。

議長から参集の求めがあった場合は、指定された日時、場所に参集する。
・各種会議の開催及び協議を行う。
・市本部と連携・協力し、国・県等に対して要望活動を行う。 10

三浦市
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【災害対策会議から参集指示があった場合の参集フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※議員は、自身が被災することも想定し、その伝達方法などを含めて

家族間で情報を共有しておくことが必要になります。 

災 害 

自身・家族の被災、又は住居の被害 

ない ある 

自身が被災し、救

護を要する場合 

住居のみ被害

が生じた場合 

家族が被災し

た場合 

家族からの伝達 

（可能な手段） 
死亡・重症 軽傷 

状況を議会事務局 

に連絡 

速やかに

参集 

状況を議会事務局 

に連絡し、応急手当等

を行ったのち、可能な

場合は参集 

家状況を議会事務

局に連絡し、家族

を避難させたの

ち、参集 

逗子市
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小田原市フローチャートイメージ図

初動期（発災当日） 応急期（発災２日目～１週間程度） 復興期（発災１週間以降）

会議の開催時

・会議の休憩又は散会

・出席者・傍聴者の安否確認及び安全確保（避難誘導、救出救護等）

・議会諸室の被害状況の確認

・市議会本部の設置検討（必要に応じ設置）

・災害対策本部（執行部）との情報受伝達

・議員との情報受伝達

会議の非開催時

・議員の安否確認

・議会諸室の被害状況の確認

・市議会本部の設置検討（必要に応じ設置）

・災害対策本部（執行部）との情報受伝達

・議員との情報受伝達

会議の開催時

・自身の安全確保

・出席者・傍聴者の安否確認及び安全確保への協力（避難誘導、救出救護等）

・当該会議室又は別室での待機（指示待ち）

・家族等の安否確認

・議会（又は市議会本部）との情報受伝達

・帰路の安全が確認された場合は帰宅。原則、議会（又は市議会本部）と連絡がとれる

　安全な場所で待機

★専門技能（医療職等）に基づく業務がある場合は、そちらを優先

会議の非開催時

・自身の安全確保

・自身の安否確認の報告

・議会（又は市議会本部）との情報受伝達

・原則、議会（又は市議会本部）と連絡がとれる安全な場所で待機

★専門技能（医療職等）に基づく業務がある場合は、そちらを優先

大規模災害が発生したときの議会・議員の動き（震度５弱以上の地震が発生した場合など）

議　会

議　員

・災害対策本部（執行部）との情報受伝達

・議員との情報受伝達

・今後の会議開催の検討及び準備

・災害対策本部（執行部）との情報受伝達

・議員との情報受伝達

・今後の会議開催の検討及び準備

・関係機関への働きかけ

・議会（又は市議会本部）との情報受伝達

・最寄りの広域避難所における自主防災組織や

　被災者への支援・協力

・市議会本部長から招集があったときは参集

・議会（又は市議会本部）との情報受伝達

・最寄りの広域避難所における自主防災組織や

　被災者への支援・協力

・会議への出席

・市議会本部長から招集があったときは参集

7



災害時における議員の行動指針 

（市内で震度５弱以上の地震があったとき、市内に大津波警報が発表されたとき、 

市内の全域に災害が発生したとき） 

 

１ 身の安全の確保 

 ・自分や家族、ご近所や周辺の安全を確保すること（自助共助）。 

 ・発災から被災者への支援開始までには、およそ３日間を要する。 

  発災から３日間は、とにかく身の安全の確保に努めること（余震等の可能性もある）。 

 

会議の開催中の場合 

 ・会議の休憩または散会となった後、議長（委員長）の指示に従い、行動すること。 

 ・出席者や傍聴者の安否確認のほか、安全確保（避難誘導や救出救護）に協力するこ

と。 

 ・当該会議室または別室で、安全が確認されるまで待機となる可能性がある。 

 

２ 安否等の連絡（連絡手段の確保を含む） 

 ・身の安全の確保後、安否、居所及び連絡手段を議会局に連絡すること。 

 ・原則、ラインワークスのアンケート機能により安否確認の照会をするので、回答す

ること。なお、災害発生から１時間を経過してもラインワークスに安否確認の照会

が届かない場合やラインワークスを使用できない場合は、電話やメール等の別の手

段により議会局に連絡すること。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

安否等の連絡例（Ａ議員の場合） 

・安否：無事 

・居所：自宅以外（●●小学校広域避難所） 

・連絡手段：携帯電話（090－△△△△‐●●●●）、 

      メール（a～…@gmail.com） 

・その他：地震により自宅の天井が崩落したため、●●小学校広域避難所に

避難しています。家族も全員無事です。 

マニュアルイメージ案 
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３ 災害対策本部や所管課に直接連絡しないこと 

 ・指揮系統や情報の混乱を防ぐため、災害対策本部（防災対策課）や所管課に直接連

絡をせずに、まずは、議会局を通すこと。 

 

４ 最寄りの広域避難所への支援・協力 

 ・最寄りの広域避難所（小学校）が開設された場合は、必要に応じて支援・協力をす

ること。その際、広域避難所の運営主体を尊重した活動を行うこと。 

 ＜参考＞ 

 ・広域避難所（小学校）には、ＭＣＡ無線、緊急時の電話回線（発信専用）が配備さ

れており、有事の際も連絡が取れる体制となっている。 

 ・広域避難所の運営主体は、自治会（発災から３日間は、避難所立ち上げのため、市

職員も配置） 

 

５ 情報収集 

 ・市議会本部と議員間は、ラインワークスによる連絡を第一の手段とするが、ライン

ワークスを使用できない場合は、電話、メールなど別の手段を使用するものとする。 

 ・市議会本部からも各議員への情報発信に努める。 

 ・広域避難所に避難している地元住民から、被害状況や要望などの情報を入手した場

合は、まずは広域避難所の運営主体に報告するよう促すこと。広域避難所に避難し

ていない地元住民からの情報や、広域避難所での対応が困難と判断される内容につ

いては、原則ラインワークスにより市議会本部に報告する。 

 ・市議会本部に報告する情報については、可能な限り内容の事実確認に努めること。 

 ・報告内容は、「９(3)市議会本部へ報告する内容（例）」を参照すること。 

 

６ 不用意に情報を発信しないこと 

 ・議員のように社会的地位にあるかたが情報を発信すると、市民にとっては、「市の公

式情報」と認識されてしまうことがある。混乱を招く恐れがあるため、不用意に情

報発信（掲示板への掲出やＳＮＳ等を含む）を行わないこと。 

 ・情報を発信する場合は、情報源を一本化するため、市が発信する情報を案内する程

度の内容にとどめること。 

9



７ 議会の招集等 

 ・議会から招集があった場合は、可能な範囲で招集に応じること。（発災から概ね２週

間～１か月頃を予定） 

 ・自身や家族の怪我・病気、交通手段の確保困難などのため、招集に応じることが困

難な場合は、無理をせずに、欠席をすること。 

 ・その他、何らかの事情により、市議会本部の本部長（議長）から招集があった場合

は、市議会本部に参集すること。 

 

８ 食料・飲料水の備蓄 

 ・日頃から、自宅等に３日分の食料及び飲料水を備蓄しておくこと。 

  食料        １人１日３食×３日間 

  飲料水の備蓄目安  １人１日２リットル×３日間 

 

９ その他 

 (1) 正副議長及び議会運営委員会の正副委員長（市議会本部の設置） 

・災害対策本部が設置された場合（震度５弱以上の地震があった場合など）、市議会局

職員が議長に、その後、副議長及び議会運営委員会の正副委員長に連絡をする。参

集の指示があった場合は、「小田原市議会災害対策対応規程」に基づき、登庁するこ

と。 

 

(2) 市議会局の連絡先 

電話 0465-33-1761 

ＦＡＸ 0465-33-1760 

Ｅメール shigikai@city.odawara.kanagawa.jp 

災害用伝言ダイヤル（ＮＴＴ） 171 

災害用伝言板・web171（ＮＴＴ） https://www.web171.jp 

広域避難所配備のＭＣＡ無線 個別番号 094、個別番号 095（議会局用） 

 

(3) 市議会本部へ報告する内容（例） 
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